
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
八
号

国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
国
と
地
方
の
協
議
の
場
（
以
下
「
協
議
の
場
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
自
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
国
の
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
実
施
に
つ
い
て
、
関
係
各
大
臣
並
び
に
都
道
府
県
知
事
、
都
道
府
県
議
会
の
議
長
、
市
長
、

市
議
会
の
議
長
、
町
村
長
及
び
町
村
議
会
の
議
長
の
全
国
的
連
合
組
織
の
代
表
者
が
協
議
を
行
い
、
も
っ
て
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十
二
号
の
改
革
の
推
進
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共

団
体
の
政
策
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
構
成
及
び
運
営
）

第
二
条
　
協
議
の
場
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

一
　
内
閣
官
房
長
官

二
　
内
閣
府
設
置
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
特
命
担
当
大
臣
の
う
ち
、
同
法
第
四
条
第
一
項
第
十
二
号
の
改
革
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
職
に
あ
る
者

三
　
総
務
大
臣

四
　
財
務
大
臣

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
国
務
大
臣
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者

六
　
都
道
府
県
知
事
の
全
国
的
連
合
組
織
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
的
連
合
組
織
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

代
表
す
る
者
　
一
人

七
　
都
道
府
県
議
会
の
議
長
の
全
国
的
連
合
組
織
を
代
表
す
る
者
　
一
人

八
　
市
長
の
全
国
的
連
合
組
織
を
代
表
す
る
者
　
一
人

九
　
市
議
会
の
議
長
の
全
国
的
連
合
組
織
を
代
表
す
る
者
　
一
人

十
　
町
村
長
の
全
国
的
連
合
組
織
を
代
表
す
る
者
　
一
人

十
一
　
町
村
議
会
の
議
長
の
全
国
的
連
合
組
織
を
代
表
す
る
者
　
一
人

２
　
協
議
の
場
に
、
議
長
、
議
長
代
行
及
び
副
議
長
を
置
く
。

３
　
議
長
及
び
議
長
代
行
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

４
　
副
議
長
は
、
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
互
選
し
た
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

５
　
議
長
は
、
協
議
の
場
を
主
宰
す
る
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
議
長
代
行
は
、
議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
議
長
の
委
任
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

７
　
副
議
長
は
、
議
長
及
び
議
長
代
行
を
補
佐
し
、
議
長
及
び
議
長
代
行
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

８
　
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
務
大
臣
又
は
全
国
的
連
合
組
織
の
指
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
若
し
く
は
議
会
の
議
長
で
あ
っ
て
議
員
（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
い
も
の
を
、
議

案
を
限
っ
て
、
臨
時
に
協
議
の
場
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
副
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
長
に
対
し
、
全
国
的
連
合
組
織
の
指
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
議
会
の
議
長
で
あ
っ
て
議
員
で
な
い
も
の
を
、
議
案
を
限
っ
て
、
臨
時
に
協
議
の
場
に
参
加
さ
せ
る
よ
う

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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内
閣
総
理
大
臣
は
、
い
つ
で
も
協
議
の
場
に
出
席
し
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
協
議
の
対
象
）

第
三
条
　
協
議
の
場
に
お
い
て
協
議
の
対
象
と
な
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
す
る
。

一
　
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
関
す
る
事
項

二
　
地
方
行
政
、
地
方
財
政
、
地
方
税
制
そ
の
他
の
地
方
自
治
に
関
す
る
事
項

三
　
経
済
財
政
政
策
、
社
会
保
障
に
関
す
る
政
策
、
教
育
に
関
す
る
政
策
、
社
会
資
本
整
備
に
関
す
る
政
策
そ
の
他
の
国
の
政
策
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
地
方
自
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
も
の

（
招
集
等
）

第
四
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
毎
年
度
、
議
長
が
協
議
の
場
に
諮
っ
て
定
め
る
回
数
、
協
議
の
場
を
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
協
議
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
協
議
の
場
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
協
議
の
場
の
招
集
は
、
協
議
す
べ
き
具
体
的
事
項
を
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
議
員
は
、
前
条
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
協
議
す
べ
き
具
体
的
事
項
を
示
し
て
、
協
議
の
場
の
招
集
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
分
科
会
）

第
五
条
　
議
長
は
、
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
資
す
る
た
め
、
分
科
会
を
開
催
し
、
特
定
の
事
項
に
関
す
る
調
査
及
び
検
討
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
議
員
（
議
長
で
あ
る
議
員
を
除
く
。
）
は
、
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
議
長
に
対
し
、
前
項
の
分
科
会
の
開
催
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
分
科
会
の
開
催
、
構
成
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
協
議
の
場
に
諮
っ
て
定
め
る
。
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（
資
料
提
出
の
要
求
等
）

第
六
条
　
議
長
は
、
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
又
は
分
科
会
に
お
け
る
調
査
及
び
検
討
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
並
び
に
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
議
会
の
議
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意

見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
長
は
、
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
又
は
分
科
会
に
お
け
る
調
査
及
び
検
討
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
協
議
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な

協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
会
へ
の
報
告
）

第
七
条
　
議
長
は
、
協
議
の
場
の
終
了
後
遅
滞
な
く
、
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
の
概
要
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
報
告
書
の
作
成
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
協
議
の
場
に
諮
っ
て
定
め
る
。

（
協
議
の
結
果
の
尊
重
）

第
八
条
　
協
議
の
場
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
議
員
及
び
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
の
場
に
参
加
し
た
者
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
費
の
負
担
）

第
九
条
　
協
議
の
場
の
運
営
に
要
す
る
経
費
は
、
政
府
及
び
全
国
的
連
合
組
織
の
負
担
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
の
場
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
協
議
の
場
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
一
日
法
律
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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